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《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�４７０・７７７７

（代）

７月２６日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から

１日・ ８日
法 律 相 談

８月９日（木）１５日・２２日

８月１６日（木）弁護士２２日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�４７２・００６１

７月２３日（月）
女性

カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

６日・１３日
女性の悩みごと
相 談

８月６日（月）２０日・２７日

７月２０日（金）女性弁護士３日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

市役所１階
屋内ひろば

前日までに同協会事務局・桑原
建築設計事務所�４７６・１５１５

東久留米 
建築設計協会

８日（水）
午後２時～５時

耐 震 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�４７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

◆東久留米市の行政相談委員…小山正勝氏（小山、�４７１・３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５･１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、�４７４・０３７９）

　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

� �������������������������������������������������������������

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 ８日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 １０日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�４７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所１階 
屋内ひろば

獣医師１７日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所２階相談室
市住宅増改築等

斡旋事業登録団体協議会
９日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）

消費生活相談員
平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�４７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�４７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師
訪問希望の方は健康課
�４７７・００２２

妊婦訪問相談

現
在
自
己
負
担 
が 「
３
割
」

で
『
※
自
己
負
担
限
度
額

「
一
般
」
適
用
』
の
方

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
未
満
の
場
合
】
負
担
割
合

が
「
１
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
以
上
２
１
３
万
円
未
満
の

場
合
】
引
き
続
き
「
３
割
」
で

『
※
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」

　

も
う
す
ぐ
夏
休
み
で
す
。
子

ど
も
た
ち
は
心
身
共
に
生
き
生

き
と
し
、
行
動
範
囲
も
広
が
り

ま
す
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
し

た
気
の
緩
み
か
ら
非
行
に
走
っ

た
り
、
危
険
な
こ
と
に
出
遭
っ

適
用
』
の
医
療
受
給
者
証
を
お
使

い
く
だ
さ
い

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
２
１

１９
３
万
円
以
上
の
場
合
】『
※
自
己
負

担
限
度
額

「
一
般
」適

用
』
で
は

な
く
な
る

た
め
、「
３

割
」
と
だ

け
表
示
さ
れ
た
新
し
い
医
療
受
給

者
証
を
郵
送
し
ま
す

老
人
医
療
の
負
担
割
合
は

毎
年
８
月
に
見
直
し

　

昭
和
７
年
９
月　

日
ま
で
に
生

３０

ま
れ
た
方
と
、　

歳
以
上
で
障
害

６５

の
あ
る
一
部
の
方
が
お
持
ち
の
老

人
医
療
受
給
者
証
に
表
示
さ
れ
て

い
る
「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
は
、

毎
年
８
月
１
日
で
住
民
税
の
課
税

（
は
が
き
）
等
の
収
入
額
が
分
か

る
書
類
、
健
康
保
険
証
、
医
療
受

給
者
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

同
一
世
帯
に　

歳
以
上
の
方
が
い

７０

る
場
合
は
そ
の
方
の
分
も
必
要
で

す
。
ま
た
、
老
人
医
療
受
給
者
と

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
が

同
一
世
帯
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

所
得
（
市
民
税
・
都
民
税
納
税
通

知
書
の
「
課
税
標
準
額
」
各
欄
の

金
額
の
合
計
）
に
よ
り
定
期
判
定

さ
れ
、
負
担
割
合

が
変
更
に
な
る
方

に
は
新
し
い
負
担

割
合
を
表
示
し
た

老
人
医
療
受
給
者

証
を
７
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
医
療
受
給
者
証
が
届
い

た
場
合
は
、
今
ま
で
使
用
し
て
い

た
老
人
医
療
受
給
者
証
を
速
や
か

に
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持
参
ま

た
は
郵
送
で
返
却
し
、
絶
対
に
使

用
し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
在
自
己
負
担
が 

「

１

割

」

の

方

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
未
満
の
場
合
】
引
き
続
き

「
１
割
」
の
医
療
受
給
者
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
以
上
の
場
合
】
負
担
割
合

が
「
３
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

課
税
所
得
が
２
１
３
万
円
未
満
の

場
合
は
、
自
己
負
担
限
度
額
が
一

般
の
方
と
同
額
に
抑
え
ら
れ
る

『
※
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」

適
用
』
と
い
う
表
示
が
あ
り
ま
す

現
在
自
己
負
担
が 

「

３

割

」

の

方

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
未
満
の
場
合
】
負
担
割
合

が
「
１
割
」
と
な
る
た
め
、
新
し

い
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

金
課
高
齢
者
医
療
係
（
市
役
所
１

階
）
に
「
基
準
収
入
額
適
用
申
請

書
」
を
提
出
し
、
認
め
ら
れ
る
と
、

８
月
１
日
か
ら
負
担
割
合
が
「
１

割
」
に
変
更
で
き
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
は
、
印
鑑
（
朱
肉

を
使
用
す
る
も
の
）、確
定
申
告
書

の
写
し
や
年
金
額
の
決
定
通
知
書

自己負担限度額
一部負担金
の割合

区　　　　　分 外来＋
入院（世帯）

外来
（個人ごと）

８０，１００円＋医療費
が２６７，０００ 円を超
えた場合は、その
超えた分の１％を
加算（多数該当の
場合は４４，４００円）

４４，４００円３割特例基準額以上
現役並み
の所得が
あ る 方

４４，４００円１２，０００円
３割　※自己
負担限度額
「一般」適用

特例基準額未満

４４，４００円１２，０００円１割一般受給者の方

２４，６００円

８，０００円１割

Ⅱ（住民税非課税世帯の方）低 所 得
の 方
（注１） １５，０００円

Ⅰ（住民税非課税世帯で、控
除後の所得が０円の方）

注１　住民税に係る経過措置対象者と同一世帯の非課税者については、低所得Ⅱの自

己負担限度額（個人）を適用します。また、住民税に係る経過措置対象者と同

一世帯の老齢福祉年金受給者および経過措置対象者である老齢福祉年金受給者

については、低所得Ⅰの自己負担限度額（個人）を適用します。 
　

同
一
世
帯
の
老
人
医
療
受
給
者

お
よ
び　

歳
以
上
の
方
の
前
年
の

７０

「
収
入
額
」
の
合
計
が
基
準
収
入

額
以
下
の
場
合
で
す
。
こ
こ
で
い

う
「
収
入
額
」
と
は
、
必
要
経
費

や
控
除
等
を
引
く
前
の
金
額
（
株

や
不
動
産
は
売
却
額
）
の
合
計
に

な
り
ま
す
。

《
基
準
収
入
額
》

　

①
同
一
世
帯
で
ほ
か
に　

歳
以

７０

上
の
方
が
い
る
場
合
は
、
合
計
５

２
０
万
円
未
満

　

②
同
一
世
帯
で
ほ
か
に　

歳
以

７０

上
の
方
が
い
な
い
場
合
は
、
３
８

３
万
円
未
満

　

基
準
収
入
額
適
用
申
請
を
行
う

に
は
ま
ず
、
①
②
の
条
件
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
を
確
定
申
告
書
の

写
し
等
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
収
入
額
」が
基
準
額
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
７
月
中
に
保
険
年

「
３
割
」
を
「
１
割
」
に
変
更
で
き
る
場
合

　

基
準
収
入
額
を
超
え
て
い
る
方

で
も
、「
収
入
額
」
が
次
の
範
囲
内

の
場
合
は
、
負
担
割
合
は
「
３
割
」

の
ま
ま
で
す
が
、
自
己
負
担
限
度

額
が
一
般
の
方
と
同
額
に
抑
え
ら

れ
ま
す
。
手
続
き
の
方
法
等
は
、

基
準
収
入
額
適
用
申
請
と
同
様
で

す
。
認
め
ら
れ
る
と
、『
※
自
己
負

担
限
度
額
「
一
般
」
適
用
』
と
い

う
表
示
が
追
加
さ
れ
た
医
療
受
給

者
証
を
交
付
し
ま
す
。

《
自
己
負
担
限
度
額
判
定
用
の
基

準
》

　

①
同
一
世
帯
で
ほ
か
に　

歳
以

７０

上
の
方
が
い
る
場
合
は
、
合
計
５

２
０
万
円
以
上
６
２
１
万
円
未
満

　

②
同
一
世
帯
で
ほ
か
に　

歳
以

７０

上
の
方
が
い
な
い
場
合
は
、
３
８

３
万
円
以
上
４
８
４
万
円
未
満

自
己
負
担
限
度
額
を
変
更
で
き
る
場
合
も

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
夏
休
み
中
の
７
月　
２１

日
（
土
）
〜
８
月　

日
（
金
）

３１

を
夏
の
強
調
期
間
と
し
て
「
愛

の
ひ
と
声
運
動
」
を
実
施
し
ま

す
。

　

こ
の
運
動
は
、
各
中
学
校
地

区
青
少
年
健
全
育
成
協
議
会
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
を
は
じ
め
、
関

係　

団
体
で
実
施
委
員
会
を
組

２９
織
し
、
各
中
学
校
地
区
単
位
実

行
委
員
会
が
街
頭
活
動
や
啓
も

愛
の
ひ
と
声
運
動

青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青
少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健
全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全
育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育
成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成
ののののののののののののののののののののののののののののの

青
少
年
健
全
育
成
の

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼
びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ
ににににににににににににににににににににににににににににに
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力
ををををををををををををををををををををををををををををを

　

呼
び
か
け
に
ご
協
力
を

自己負担限度額等の一覧

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

詳しくは保険年金課高齢者医療係�４７０・７８４６へ。

う
用
ポ
ス
タ
ー
等
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
育
成
を
呼
び
掛
け

る
も
の
で
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
の
参
加
・
協

力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
成
果
を
上

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
身
近

な
と
こ
ろ
で
励
ま
し
や
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
、
時
に
は
注
意
の
言

葉
な
ど
、
愛
の
ひ
と
声
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
子

育
て
支
援
係�
４
７
０
・
７
７

３
６
へ
。

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
１
４

１９
５
万
円
以
上
２
１
３
万
円
未
満
の

場
合
】
負
担
割
合
は
「
３
割
」
の

ま
ま
で
す
が
、
自
己
負
担
限
度
額

が
一
般
の
方
と
同
額
に
抑
え
ら
れ

る
『
※
自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」

適
用
』
と
い
う
表
示
が
追
加
さ
れ

た
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

　
【　

年
度
の
課
税
所
得
が
２
１

１９
３
万
円
以
上
の
場
合
】
引
き
続
き

「
３
割
」
の
医
療
受
給
者
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い

老 人 医 療老 人 医 療
受給者の方へ受給者の方へ


